
都市計画区域内である。

有料時間貸しの駐車場である。

駐車マスの合計面積が500㎡以上で、
誰でも利用できる駐車場である。

届出手続きは必要ありません。

届出手続きは必要ありません。
ただし、駐車場法に基づく技術
的基準の適合が必要になります。

バリアフリー新法に基づく届
出手続きが必要になります。

駐車場法に基づく届出手続き
が必要になります。

①駐車場法に基づく届出
②バリアフリー新法に基づく届出
③宮崎市福祉のまちづくり条例に
　基づく事前協議

以上の手続きが必要になります。

道路附属物の駐車場、公園施設の駐車場、
建築物及び建築物に附属する駐車場の
いずれかである。

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

道路附属物の駐車場、公園施設の駐車場、
建築物及び建築物に附属する駐車場の
いずれかである。

YES

NO

※

※百貨店等店舗及び病院の駐車場であっても、駐車場に専用駐車場であると明示されているだけでなく、
　例えば、駐車場の入口で管理人等が一般の利用を排除している場合など、厳密に当該建物の利用者
　のみの利用に限定される場合以外は、誰でも利用できる駐車場に該当します。
　また、月極駐車場などの契約駐車場は誰でも利用できる駐車場には該当しません。


